
リスク管理の体制 地域のみなさまとともに ～地域社会の持続的な発展に寄与するために～

当行の危機管理態勢

＊平常時においては、ＢＣＰに基づく危機管理態勢を見直し、改善するための年間計画として業務継続管理プログラムを策定し、
体制整備を図っております。また、危機発生時においては、非常事態対策本部等を設置し、被災シナリオごとに作成した業務
継続マニュアル、業務継続手順書に基づき、早期の業務復旧を目指します。

業務継続の基本方針
　京都銀行は、自然災害・感染症の蔓延・事故災害・人為的災害等による大規模な被害発生により、当行の業務継続が
脅かされる危機発生時において、速やかに業務の復旧を図るため、以下の方針を定めます。

○被災地等の地域住民の皆さまの生活や経済活動の維持のため、金融サービスの継続に努めます。
○金融決済機能を維持し、経済活動の混乱を抑制することに努めます。
○役職員の安全を確保するとともに、業務の停止に伴うお客様からの信認低下など、当行の経営面の影響を軽減します。

　緊急事態への対応

　犯罪、地震・火災等の災害、システム障害等の発生や
金融不安、情報セキュリティリスク、市場リスク等諸リスクの
顕在化等の突発的な事象に対処していくため、「非常事態
対策本部設置規程」等を制定しており、緊急事態発生時には
「非常事態対策本部」を設置し、一元的に指揮・命令を行う
体制としています。具体的な対応手順として「コンティンジェン
シープラン」を整備し、それに基づく訓練や見直しを定期的に
行うことで対応強化をはかっております。

　また、万一の大規模な自然災害、感染症の蔓延等の
危機発生時において、早期に被害の復旧を図り、必要最低限
の業務を継続するための業務継続計画(BCP)として「災害
等危機管理規程」を制定し、地域住民のみなさまの生活や
経済活動維持に努めること等を｢業務継続の基本方針｣と
して、大規模地震や新型インフルエンザ発生を想定した
詳細なマニュアル・手順書を策定するなど、より強固な危機
管理態勢の構築に向けた取組みを進めております。

災 害 等 危 機 管 理 規 程（BCP）

業務継続管理プログラム（BCM） 業務継続マニュアル（CM）
（被災シナリオ毎に作成）

業務継続手順書
（被災シナリオ毎に作成）

平時より危機管理体制を構築しておくことが必要であるため、平常時における業務継続体制（Business Continuity Management:BCM）を構築すると共に、
危機発生時を想定した危機管理（Crisis Ｍanagement:CM）マニュアル、及び業務継続計画（Business Continuity Plan:BCP）を策定する。

⒈ 総則（業務継続の基本方針） 
⒉ 業務継続計画(BCP)
　　(1)業務継続計画(BCP)
　　(2)業務継続体制(BCM)
　　(3)業務継続計画(BCP)の想定すべき
　　　  危機事例（被災シナリオ）

　　(4)重要業務選定基準
　　(5)当行の重要業務
　　(6)目標復旧時間
　　(7)危機管理マニュアル
　　　  （業務継続マニュアル・業務継続手順書）

業務継続の実効性を高めるため、次の事項を業務継続管理プログラム
として策定し、業務継続体制の整備を行う。

    1.業務継続計画（BCP）の見直し
     （１）業務継続体制（BCM）の見直し
     （２）危機管理体制（CM）の見直し
    2.業務継続計画（BCP）の教育・訓練

１．被災シナリオ及び被害想定
２．業務継続の基本計画
    （１）災害発生後の対応
    （2）重要業務の選定
    （3）危機管理体制(CM)
    （4）優先稼動店舗の設定
    （5）代替拠点の場所
    （6）情報の収集・発信体制
    （7）関連会社との連携
    （8）緊急対応業務・復旧対応業務

１．重要業務の作業手順
２．緊急・復旧対応業務の
　　作業手順

コンティンジェンシープラン

⒊ 平常時における業務継続体制(BCM）
⒋ 危機発生時における危機管理体制(CM)

審議・策定・管理 対　応

オペレーショナル・リスク会議 非常事態対策本部
準非常事態対策会議

（実行組織） （実行組織）

（平　 常　 時） （危　機　発　生　時）

　京都銀行では、創業以来「地域社会の繁栄に奉仕する」を
経営理念として掲げ、地域の産業育成や環境問題への取組み
等さまざまな形で地域貢献の役割を担ってまいりました。
　金融情勢や社会環境の変化によりお客さまのニーズは
ますます多様化しておりますが、地域金融機関における本来

の役割は、本業である銀行業務を通じて地域経済・社会の発展
に貢献していくことであるとの認識のもと、地域とともに
持続的な発展を目指してまいりたいと考えております。
　また、地域の皆さまからのご理解と信頼を得られますよう、
当行の取組みについて情報を開示してまいります。

京都銀行は、本店を置く京都府とそれに隣接する滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県の二府三県において、
地域に密着した営業を展開しております。
本誌における当行の地域の預金・貸出金等各種計数につきましては、京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県内各店舗の合計で開示しています。

地域の定義

　当行は、地域密着型金融の基本方針を｢積極的なコンサル
ティング機能の発揮により、中小企業者の経営安定・成長発展
を支援し、地域経済の活性化に貢献する｣と定め、積極的に
地域密着型金融の推進をはかってまいりました。

　当行は平成２８年６月に、地域活性化・地方創生に関係する
部署を集約した専担部署「公務・地域連携部」を新設しました。
「公務･地域連携部」は、地方公共団体ならびに地域における
さまざまな関係団体等と連携し、地域の中小企業等に対する
成長支援など、広く地方創生および地域密着型金融全体に
つながる取組みを積極的に展開し、地域活性化を推進して
まいります。

金融円滑化への取組みについて
　当行では、｢金融円滑化管理に関する方針｣（※）を定め、全行をあげ金融の円滑化を推進しております。
　これからも地域金融機関として、適切かつ積極的な金融仲介機能を発揮し、お客さまへの円滑な資金供給や資金繰りに
関するご相談ならびに返済計画見直し等のご相談について、公正、迅速、丁寧な対応に努めてまいりいます。

地域貢献に関する考え方

「地域密着型金融」の取組方針
地域密着型金融の基本方針ならびに中期経営計画における位置付け

取組態勢

（※）当行ホームページで公表しております。

　平成２６年度にスタートさせた第５次中期経営計画｢ビジョン
７５ いい銀行づくり｣（平成２６年度～２８年度）においては、
企業の成長を促すコンサルティング機能の強化や地域経済の
活性化支援等に取組むことにより｢地域密着型金融の深化｣を
はかっております。

　また、営業支援部には、新たに法人・個人事業者向けの各種
商品やグループ会社取引等を推進する「営業サポート室」を
設置し、事業性の取引を一体的に推進する体制としました。
　加えて、経営基盤・営業エリアが異なる地方銀行（当行を
含む９行）が連携・協力する「地域再生・活性化ネットワーク」を
活用し、従来単一の銀行ではできなかった、より付加価値の
高いサービスの提供も行ってまいります。
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証券国際部 アジアデスク 海外進出支援

融資審査部 経営支援室 経営改善・事業再生支援

・
・
・

・新製品・新技術の開発
・販売先や仕入先の開拓
・海外展開
・事業再編、他社の買収
・外部資本の導入
・後継者への円滑な事業承継
・経営や社内事務の効率化
・社員教育・人材育成
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公務・地域連携部
地域活性化室

観光支援室

成長産業支援・新産業創出等支援
ビジネスマッチング支援
ベンチャー・新事業支援
観光産業支援

営業支援部
営業サポート室

Ｍ＆Ａ推進室

事業承継業務
ＡＢＬ対応、ファンド業務
Ｍ＆Ａ支援
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